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速報 令和5年度（2023年度）税制改正解説

消費課税 インボイス制度 中小事業者の少額取引に係る事務負担の軽減措置

1 ．改正の概要

（1）主旨・目的

（2）内容

2 ．適用時期

3 ．実務上の留意点

インボイス制度における仕入税額控除の適用にあたっては、金額の多寡にかかわらず、原則として取引の相手方か

らインボイスを取得・保存する必要があり、事務負担の増加が懸念されていた。

そこで、一定の中小事業者が行う少額取引について、6年間の経過措置としてインボイスの取得・保存を不要とし、

一定の事項が記載された帳簿のみの保存を要件として仕入税額控除が認められる。

以下に該当する事業者が行う一定の取引について、帳簿のみの保存で仕入税額控除を認める。

2023年（令和5年）10月1日から2029年（令和11年）9月30日までの課税仕入れについて適用される。

現行制度では全ての事業者につき、税込3万円未満の取引に係る請求書等の保存は不要とされているが、今年度改

正によりインボイスの保存が不要となる取引は、一定の事業者の税込1万円未満の取引に限られる。

インボイス制度の帳簿のみの保存特例である公共交通機関特例、出張旅費特例等の取扱いに変更はない。

以下のいずれかに該当する事業者 対象となる取引

・基準期間（前々年又は前々事業年度）における課税売上高が1億円以下の事業者

・特定期間（前年又は前事業年度開始の日以後6か月の期間）における課税売上高が
　5,000万円以下の事業者

課税仕入れに係る支払対価の額
（税込価額）が1万円未満の取引


